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令和 4 年度補正予算（国庫） 国内肥料資源活用総合支援事業 2 次募集 

要望調査について 
 

東根市農業協同組合 

営農経済部 営農指導課 
 

◇「国内肥料資源活用総合支援事業」とは・・・ 

  海外からの輸入原料に依存した肥料から、堆肥や下水汚泥資源等の国内資源を原料とする肥料への転換を

進める施設、効果実証に必要な資材の購入・運搬・機械導入等の整備を支援するものです。＜詳細未定＞ 
 

◎ 事業内容および採択要件等                ※. 他の補助事業との二重助成は受けられません。 

補 助 率 事業費の１/２以内 ※千円未満切り捨て。内容により定額（詳細未定）。 

申請要件 

① ５人以上の農家（年間１５０日以上従事する者）で組織する団体または農事組合法人または登録を受

けた肥料製造業者であること。（５名以上で団体を組む事） 

② 対象は国内資源由来肥料資源供給、製造、流通、保管施設。国内資源由来肥料資源栽培実証及び分析、

運搬・加工・散布に必要な機械、分析機器の導入、リース。 

③ 対象となる取組の肥料は、肥料法で登録または届出のある肥料であること。 

④ 肥料原料供給者、肥料製造者及び耕種農家等の連携を位置付けた、実現可能な計画（連携計画）を作

成し、施設は国内資源由来肥料の販売数量を増加、機械は施用面積を増加させること。 

⑤ 対象として取組む事業について施肥マニュアルを作成し利用拡大を実践すること。 

⑥ 取得価格が税抜５０万円以上であること。既存の施設、機械の代替として同種・同能力のものを再整

備する取組ではないこと。ただし肥料製造、流通、保管施設は目標達成に必要最小限の範囲での撤去

または原状復帰を行う事ができる。 

⑦ 機械は原則として山形県特定農業機械導入基準を満たすこと。トラクターは API データ連携の対象の

機械を優先的に導入すること。 

⑧ 導入対象物は共同管理し、天災及び盗難等に対する保険に加入すること。 

そ の 他 

※ 申請する際は、上記①～⑧に該当するかご確認のうえ、お申込み下さい。 

審査がありますので必ず採択されるものではありません。 

国庫事業ですので会計検査の対象になることがあります。 

  

※ お申し込みは ・・・ １月 27 日（金）まで 最寄りの各営農センターへ要望申込書に必要事項を記入の上、

見積書・設置位置図・図面・確定申告書の写しを添付し、ご提出下さい。 

後日、５名以上の申込みがあったかを含め、申請者にご連絡致します。 
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